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前回部会で各委員からいただいた御意見（ガバナンス関連） 

□ 組織及び行為準則等に関する御意見 

 ・複数事業主で取り組んでいる場合は、加入者への制度内容の周知などが不十分なことがある 
  （半沢委員） 

 ・基金型であれ規約型であれ単独企業であれば自社の労働条件を運営する仕組みとして相互牽制 
  が働くためおかしなことは起こりにくいが、複数事業主の場合はチェックが働きにくいこと  
  を踏まえ、単独事業主の場合と複数事業主の場合で対応を分けてはどうか（臼杵委員、森戸委員） 

 ・規約型と基金型のイコールフッティングも意識すべきではないか（森戸委員） 

 ・規約型DBにも企業型DCにも労使協議の場の設置を担保する必要があるのではないか（半沢委員）   

 ・運用を外部委託する場合、理事には運用の専門知識が必須というよりは、委託先による運用 
  状況を適切に確認できる資質が重要ではないか（高崎委員）  

 ・代議員以外の者が理事になるのは問題があるのではないか（平川委員） 

 ・理事に求められる専門性を整理すべき（平川委員）   

  

□ 資産運用ルールに関する御意見 

 ・運用基本方針は小規模なものであろうと作成すべき（平川委員） 

 ・分散投資しにくい小規模なところまで規制する必要はないのではないか（臼杵委員） 

 
□ 加入者への情報開示に関する御意見 

  ・内容を充実させるとともに、より分かりやすい情報開示を行うべきではないか   
  （臼杵委員、高崎委員、半沢委員） 

  ・事務局提案の形で運用利回りを開示することには賛成（高崎委員） 

 


